
報告項目 報告内容 

被処分者の氏名又は法人名称 白岩 裕己 

登録番号又は法人番号 ０５３１１６４８ 

所属する単位会 鳥取県行政書士会 

事務所名称 行政書士鳥取リーガルオフィス 

事務所所在地 鳥取県鳥取市扇町６９番地 ミカドビル２F 

処分年月日 令和４年１０月２６日 

処分内容（種類） 
会員権停止１年６月（令和４年１０月２６日から令和６年４月２５日

まで） 

上記処分をした理由 

１.被処分者は、令和元年８月頃業務依頼者（以下Ａ）から依頼され

たＡの母（Ｂ）の遺産及びＡの叔母（Ｃ）の遺産を相続するための書

類の作成業務に関し、「Ｂの遺産及びＣが作成した公正証書遺言によ

りＢが相続することとされたＣの遺産は、全てＡが相続する」との虚

偽の内容の遺産分割協議書２通を作成しＢの他の法定相続人である

Ａの兄（Ｄ なお、Ｄは、重度の知的障害により意思疎通は不可能な

状態であった。）の署名を権限なく行い、偽造した。 

２．被処分者は、Ａと共謀の上、令和元年１２月から翌年１月に掛け

て上記１で偽造した遺産分割協議書を複数の金融機関に提出して欺

罔し、約８５００万円をＡに得させた。 

３．被処分者は、兼業する司法書士の職位に基づきＡの代理人として

令和元年１２月１１日及び１８日に上記１で偽造した遺産分割協議

書を添付書類として、Ｂ名義の不動産及びＡの父名義の不動産をＡに

移転する登記を申請した。 

４．上記１～３の被処分者の行為は、公正証書原本不実記載罪（刑法

第１５７条）、私文書偽造罪（刑法第１５９条）、偽造私文書行使罪（刑

法第１６１条）、詐欺罪（刑法第２４６条）に該当する行為であって、

行政書士たるにふさわしくない重大な非行であり、本会会則第９５条

第１項により本会が処分を行うべき事案に該当する。 

５．他方、被処分者は、実質的被害者であるＤとの間で金銭的被害総

額を上回る額を弁償し示談が成立している。又、不実の登記の抹消申

請を行って回復している。加えて、綱紀委員会の調査にも真摯かつ誠

実に対応し、反省の態度がみられ、不起訴となった刑事手続きや新聞

報道により一定の社会的制裁を受けている。 

６．よって、これら一切の事情を斟酌し、又鳥取県知事による処分（１

年５か月間の行政書士業務の停止）及び法務大臣による処分（１年６

か月間の司法書士業務の停止）の量定も考慮し、上記の処分を行うも

のである。 

上記処分の根拠となった法令及

び会則の条文 

行政書士法第１０条違反、 

鳥取県行政書士会会則第９５条第１項、第９６条第１項（３）に基づ

く処分 

 


